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平成28年12月1日

当院では、慢性維持透析を行っている患者さまに対し、下肢
末梢動脈疾患に関する検査を行っています。検査の結果、
専門的な治療が必要と判断した場合は、その旨をご説明及
びご同意をいただいた上で、連携する医療機関へ紹介させて
いただいております。 
以上の経過とあわせ、療養上必要な指導管理の実施にあた
り、標記指導管理加算を月に１回算定（100 点）させて
いただいております。

◎連携医療機関
： 独立行政法人 国立医療機構 金沢医療センター 



令和7年4月1日

水野恭嗣（内科）は、緩和ケアに係る研修を受け、その経
験を有する医師です。
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん
患者さんに対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従つ
て副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行
い、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、薬剤
に関する指導(薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛
時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含め
る)を行い、薬剤を処方した日に200点が加算されます。



令和5年9月1日

当院では、初診患者に対して情報通信機器を用いた診療を
行う際に、向精神薬の処方を行いません。あらかじめご了承く
ださい。



平成17年2月1日

当院では、入院時食事療養(Ⅰ) ・入院時生活療養(Ⅰ)を
東海北陸厚生局に届出しており、適時適温給食を実施して
います。また、保温配膳車を使用して配膳しています。その他、
特別食加算・食堂加算の施設基準を満たしています。配膳
時間は下記の通りです。

配膳時間

朝食 7:30

昼食 12:00

夕食 18:00以降



令和5年9月1日

当病棟では、1日に15人以上の看護職員が勤務しています。
看護職員一人あたりの受け持ち数は下記のとおりです。

朝 9時～夕方17時まで 6人以内です

夕方 17時～深夜1時まで 16人以内です

深夜 1時～朝9時まで 16人以内です



令和5年9月1日

当病棟では、1日に3人以上の看護職員が勤務しています。
看護職員一人あたりの受け持ち数は下記のとおりです。

朝 9時～夕方17時まで 2人以内です

夕方 17時～朝9時まで 19人以内です



令和7年4月1日

1. 休憩・研修等の環境整備を行い、意欲を向上し働きや
すい職場環境作りに取り組みます。

2. 看護記録業務の効率化に取り組み、残業時間の削減
に取り組みます。

3. 多職種と協力し、タスクシフトシェアによる業務負担軽
減に取り組みます。

4. 勤務環境を整備し、ライフワークバランスと年休取得の
充実に取り組みます。



令和7年4月1日

1. 医師と医療関係職種における診療体制の現状分析を
行い、DXを活用した役割分担を推進します。
• 多職種連携しスムーズな入退院ができる体制整備

に取り組みます。
• 薬剤師による持参薬管理システムの整備にとりくみ

ます。　
• 初診時問診のデジタル化と看護師によるトリアージ

を行い適切な治療が行える体制を整えます。　
• 医師事務作業補助者により医師の事務的な負担

を軽減します。
2. DXを活用した医療提供システムの改善策を検討し、

業務の効率化に取り組みます。

3. 派遣医師による当直体制を整備し、勤務医の当直サ
イクルを軽減し勤務医の負担軽減を図ります。

4. 会議やカンファレンスの時間内に開催し、効率的な会
議運営を行います。



令和8年2月1日

『栄養サポートチーム（NST）』とは医師・看護師・薬剤師・
管理栄養士棟の多職種がそれぞれの専門知識を活かして主
治医とともに栄養改善に取り組むチームです。
入院時に栄養不良と判断された方や療養生活において経口
摂取不良が継続する方など、特に栄養管理が治療上必要と
考えられる場合には１人ひとりに合わせた栄養計画を立てて
栄養面からサポートします。

NST委員会



令和8年6月1日

 所得区分 １食あたりの負担額

 70歳未満  70歳以上 令和8年6月1日以降

 区分ア  現役並Ⅲ 550円

 区分イ  現役並Ⅱ

 区分ウ  現役並Ⅰ

 区分エ  一般

 区分オ  市区町村民税
 低所得者
Ⅱ

270円

 －  非課税世帯
 低所得者
Ⅰ

区分１　　　： 160円

区分２・３  ： 330円

※難病の方 : 330円



令和8年2月1日

 所得区分 １日あたりの負担額

 70歳未満  70歳以上 令和8年6月1日以降

 区分ア  現役並Ⅲ 430円

 区分イ  現役並Ⅱ

 区分ウ  現役並Ⅰ 65歳未満・指定難病の方

 区分エ  一般 0円

 区分オ  市区町村民税  低所得者Ⅱ

 －  非課税世帯  低所得者Ⅰ



令和8年6月1日

当院では、「協力対象施設入所者入院加算」の届出を行っ
ております。介護保険施設等の協力医療機関として、当該
介護保険施設等から24時間連絡を受ける体制を整え、緊
急時には入院できる病床を確保しております。
　また、入所者の診療情報および急変時の対応方針等の共
有を図るため、定期的にカンファレンスを実施しております。
　平時からの連携体制を構築している介護保険施設等は次
のとおりです。

・社会福祉法人 喜峰会 特別養護老人 ボニュール根上苑 

 https://kihoukai.jp
・社会福祉法人 湯寿会 特別養護老人ホーム 湯寿園 

 https://www.toujukai.com






